
 

No.800-16/2/1 

 

外航組合員各位 

 

中国－大気汚染物質排出規制エリア(ECA)の制定について（その２） 

 

題記の件に関し、2015年 12月 18日付 Japan P&I News No.791をご参照下さい。 

 

今般、中国のコレスポンデンツ Huatai Insurance Agency & Consultant Service Ltd 

(Huatai)より続報を受領しましたので当組合試訳とともにご参考に供します。 

 

2016年 4月 1日以降、Yangtze River Deltaの主要港(Shanghai, Ningbo-Zhoushan, 

Suzhou, Nantong)に寄港する船舶に対して硫黄分含有量0.5% m/m以下の燃料油使用が

義務付けられることになりました。今後詳細規則が発行される模様ですので、詳細判明次

第ご案内申し上げます。 

 

 

以上 

 

日本船主責任相互保険組合 

 

添付：コレスポンデンツサーキュラー及び当組合試訳 

https://www.piclub.or.jp/jo9c8g039-359?lang=japanese


試訳 

中国における排出規制エリア（ECA）の制定について 

 

題記の件に関し、その後の進展につき以下の通りご案内致します。 

 

１．Yangtze River Delta 

2016年1月21日、Shanghai MSAは2016年4月1日よりYangtze River Deltaの主要港(Shanghai, 

Ningbo-Zhoushan, Suzhou, Nantogn)に寄港する船舶に対して硫黄分含有量0.5% m/m以下の

燃料油使用を義務付けることを発表しました。今後、詳細な実施規則が港湾当局より正式な通達と

して公表される模様です。 

 

２．Pearl River Delta 

現地港湾当局に確認したところ、Pearl River Delta内諸港においては同様の措置(着桟中の船舶に

硫黄分含有量0.5% m/m以下の燃料油使用を義務付ける)を導入する考えは当面ないとのことです。 

 

３．Bohai-rim Waters 

Bohai-rim水域内主要港に確認したところ、寄港する船舶に対してより厳しい要求を課す考えは現

時点ではないとのことです。 

 

上記より、2016年4月1日以降、Shanghai、Ningbo-Zhoushan、Suzhou、Nantongに寄港する

際にはより厳しい硫黄含有量基準(0.5% m/m以下)が要求されますのでご留意下さい。 

 

以上 
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As such, owners are recommended to take note of the likely higher standard 
(not exceeding 0.5%) of fuel sulphur content when calling Shanghai, 
Ningbo-Zhoushan, Suzhou and Nantong as from 01 April 2016. 
 
Hope the above is of assistance. Should you have any further query, please 
feel free to let us know. 
 
 
Sincerely yours, 
 
 
Cui Jiyu 
 
 
Vice President 


